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１．基本計画の策定にあたって 

 

（１）基本計画策定の目的・趣旨 

近鉄小倉駅周辺地区は、都市計画マスタープランにおいて「地域拠点」と位置付けており、日常生

活をおくる上で利便性が高く、暮らしやすい環境を形成することに加え、市内の代表的な商業集積

地である特徴を踏まえた更なる発展、人を集める新たな魅力の創出を図るとともに、他拠点との

魅力の共有や連携を図るなど、新しい特色を持った拠点を目指しています。令和４年３月には、将

来のあるべき姿を見据えたまちづくりを総合的に検討し進めるため、近鉄小倉駅周辺地区まちづ

くり基本構想（以下、「基本構想」という。）を策定しました。 

まちづくりの将来像を示した基本構想を踏まえつつ、駅前広場や都市計画道路等、都市基盤施

設の整備や土地利用計画について検討するとともに、その実現に向けた事業手法等についても検

討し、「近鉄小倉駅周辺地区まちづくり基本計画」（以下「基本計画」という。）として、とりまとめて

います。 

（２）対象範囲 

基本構想では、駅周辺地区を４つに区分し、それぞれでまちづくりの方向性などを示していま

す。本基本計画では、基本構想で示した短期（早期）に整備すべき都市基盤を中心に、主に駅前ゾー

ンにおける具体的な方針や整備の方向性についてまちづくりのプランとしてまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想におけるゾーン区分 

基本構想における駅前ゾーン（検討範囲） 
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（３）上位・関連計画における基本計画の位置づけ 

１）基本計画の位置づけ 

本基本計画は、「宇治市第６次総合計画」（令和４年～令和 15年）、「宇治市都市計画マスタープ

ラン」、「宇治市未来につなぐ都市づくりプラン」等における本地区の位置づけを受け、まちの将来

像や方向性を定めた基本構想を実現するための方針や事業をまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）上位計画 

①第６次総合計画（令和４年３月） 

第６次総合計画では、目指す都市像として「一人ひとりが輝き 伝統と新たな息吹を紡ぐまち・宇

治」を掲げ、目指す都市像の実現のための目標として５つの「まちづくりの方向」を、目指す都市像

の実現のための土台目標として３つの「まちづくりの土台」を示しています。 

近鉄小倉駅周辺地区のまちづくりについては総合計画の重点施策「活力あふれる産業振興と未

来への投資」として位置けており、将来の発展につながる基盤整備としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画の位置づけ 

目指す都市像と実現のための目標 
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②都市計画マスタープラン（令和４年５月） 

都市計画マスタープランでは、総合計画で定めた都市像を実現するための基本理念として「とも

に築く 魅力ある未来への都市」を掲げ、４つの「基本目標」を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近鉄小倉駅周辺地区は、都市計画マスタープランにおいて将来的な市街地の範囲として「市街地

ゾーン」に位置し、日常生活をおくるうえで利便性が高く暮らしやすい環境の形成を目指す「地域拠

点」とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③未来につなぐ都市づくりプラン（令和６年３月） 

未来につなぐ都市づくりプランは、まちづくりの将来像を描いた総合的な指針である「宇治市都

市計画マスタープラン」の一部で、都市計画マスタープランに実効性を持たせるアクションプランと

して位置付けています。 

都市計画マスタープランの将来都市構造を実現するため、都市計画マスタープランで掲げている

都市づくりの基本目標の実現を目指すこととし、その実現に向けて都市機能や居住の誘導を図っ

ていきます。 

 

 

  

基本理念と４つの基本目標 

宇治らしさを活かした選ばれる都市づくり 

多様な住まい方・働き方を支える都市づくり 

総合的に災害リスクに対応できる都市づくり 

地域と地域が相互に連携し支え合う都市づくり 

【地域拠点】 

・公共交通の利便性を活用することを念頭に、日用品を主体とした商業施設や生活利便施設な

どを基本とし、様々な生業の商業や歴史・文化が重層的に織りなす、魅力ある多様な交流の場

を創出 

・市内の代表的な商業集積地として、ニンテンドーミュージアムが設置されることによる相乗的

な発展、人を集める新たな魅力の創出 

・他の拠点との魅力の共有や連携を図るなど、新しい特色を持った拠点をめざす 
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近鉄小倉駅周辺エリアの誘導施設 

近鉄小倉駅周辺エリア 

【近鉄小倉駅周辺エリア】 

■拠点の特性 

・旧大和街道沿いに茶商が立地するなど歴史あるまちなみが残っている 

・近鉄小倉駅周辺は商業や業務機能が集積する地域 

■拠点における都市機能誘導の考え方 

・市内の代表的な商業集積地として、ニンテンドーミュージアムが設置されることによる相乗

的な発展、人を集める新たな魅力の創出 

・他の拠点との魅力の共有や連携を図るなど、新しい特色を持った拠点をめざす 
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（４）基本計画策定に係る検討体制 

１）近鉄小倉駅周辺地区まちづくり基本構想推進会議 

近鉄小倉駅周辺地区におけるまちづくりの将来像を示した基本構想を踏まえつつ、都市基盤の

整備方針などについて、より具体的な整備内容を提示する基本計画をとりまとめるため、近鉄小倉

駅周辺地区まちづくり基本構想推進会議（以下、「推進会議」という。）を設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 検討内容 

第１回 R5/12/1 推進会議の設置、基本計画策定の背景、地区の現状、現在の検討状況 

第２回 R6/3/28 
都市計画の現状、駅前広場の規模・機能・配置検討、 

土地利用計画の検討 

第３回 R6/8/23 実現化方策の検討、自由通路の規模・機能・配置検討 

第４回 R6/11/11 基本計画（素案）の確認 

R6/12/14,12/16,12/18 基本計画（素案）の地域説明会及びオープンハウス 

第５回 R7/2/12 基本計画（案）の確認 

  

近鉄小倉駅周辺地区まちづくり基本計画策定に係る検討体制 

近鉄小倉駅周辺地区まちづくり基本構想推進会議の検討内容と開催状況 
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（５）近鉄小倉駅周辺地区まちづくり基本構想の概要 

１）まちづくり基本構想図 

近鉄小倉駅周辺における住環境の改善や商業の活性化、また駅前広場の設置や地下通路のバリ

アフリー化など日常の生活に直結する課題に加え、防災機能の強化など多くの課題に対して、将来

のあるべき姿を見据えたまちづくりの方向性を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり基本構想図 

■概要 

近鉄小倉駅周辺地区まちづくり基本計画（素案）について、オープンハウス及び地域説明会を開催し、意

見聴取を実施。 

① まちづくりオープンハウス（対話形式による意見交換、記述アンケート、シールアンケート） 

基本計画（素案）の内容を抜粋したパネルを展示し、市職員が説明する中で意見を聴取するととも

に各アンケートにご協力いただき、意見を聴取した。 

     

② 地域説明会（質疑応答） 

基本計画（素案）の内容を説明し、質疑応答の中で地域の方々の意見を聴取した。 

■開催概要と参加人数について 

 

開 催 日
（令和6年）

会 場
参加人数

オープンハウス 地域説明会

12月14日（土） 近鉄小倉駅西口オープンスペース ８６人 ―

12月16日（月） 小倉公民館 ２７人 ５人

12月18日（水） 西小倉コミュニティセンター ３４人 ５人

計 １４７人 計 １０人

近鉄小倉駅周辺地区まちづくり基本計画（素案）に係る意見聴取の概要 
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ゾーン まちづくりの方向性 まちの将来像 

駅前ゾーン 

・駅アクセス性の改善 

・鉄道による地域分断改善 

・まちの玄関にふさわしい にぎわいの

ある空間の創出 

・バリアフリーで東西へアクセスしやすい駅 

・送迎エリアのあるアクセスしやすい駅前 

・人の交流・多様な商業施設などでにぎわう

駅前 

駅西住宅 

ゾーン 

・生活利便性の向上 

・商業ポテンシャルを活かしたにぎわい

の創出 

・防災性の向上 

・住環境の改善 

・生活と商いが融合した活気あるまち 

・安全で暮らしやすい住宅地 

幹線道路 

沿道ゾーン 

・住環境の改善 

・生活利便性の維持・向上 

・良好なアクセス性を活かした商業施設など

による、にぎわいのある沿道 

旧大和街道 

住宅ゾーン 
・“ふるさと”のまちなみ継承 ・“ふるさと”のまちなみを活かした住宅地 

 

 

２）段階的な取組イメージ 

各ゾーンの将来像の実現に向け、「にぎわい」・「くらし」の視点から各ゾーンにおける取り組みと

その着手時期を検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

段階的な取組イメージ 

※「早期：１～５年、中期：６～10年、長期：11年～」を想定 

各ゾーンにおけるまちづくりの方向性・まちの将来像 
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２．まちづくりプランの検討  

（１）まちづくりプラン検討のながれ 

 

 

  

・・・ P9 

・・・ P9,10 

・・・ P11 

・・・ P12,13 

・・・ P13,14 

・・・ P19,20 

・・・ P21 
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（２）整備の検討（駅前ゾーン） 

１）駅前広場の整備について 

①駅東口の整備 

【 ロータリーの規模・機能 】 

・規模 

約 2,800㎡以上（※駅前広場運用指針） 

・機能（停留スペース） 

バス、福祉車両、タクシー、一般車両 

【 歩道幅員 】 

・4.0ｍ以上（有効幅員 3.5ｍ+施設帯 0.5ｍ） 

【 オープンスペース 】 

・駅前の待合・休憩スペース、地域イベントの開催や 

移動型店舗が出店できる滞留スペースの配置を 

検討し、にぎわいの創出を図る 

 

 

 

 

 

 

 

②駅西口の整備 

【 ロータリーの規模・機能 】 

・規模 

約 800㎡ 

・機能（停留スペース） 

福祉車両、タクシー、一般車両 

【 歩道幅員 】 

・4.0ｍ以上（有効幅員 3.5ｍ+施設帯 0.5ｍ） 

（駅東口と同様） 

【 駅前広場（暫定） 】 

・駅周辺整備の工事ヤードとしての利用を見込んだ 

規模のロータリー 

・本整備までの期間は、地域活性化に資する取り組み 

などにオープンスペースを利活用 

 

 

 

 

出典：設計便覧＿道路編 （国土交通省 近畿地方整備局） 

歩道幅員のイメージ

メージ 

・人が安全・快適に歩けるよう配慮した駅前広場の整備を（ウォーカブルな駅前広場） 

・小倉駅周辺は公園が少ないので、緑の確保を 

推進会議での意見 

駅西口施設配置計画（イメージ） 

駅東口施設配置計画（イメージ） 

出典：設計便覧＿道路編 （国土交通省 近畿地方整備局） 

歩道幅員のイメージ

メージ 
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③駅周辺の状況と整備イメージ（駅西口・東口：R6） 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

・暫定駅前広場 ： Ｒ6.3.30供用開始        ・民有地       ： 約 12,500㎡ 

・駐輪場      ： Ｒ6.3.30供用開始        ・公共用地（公園） ： 418㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・暫定駅前広場の停車スペースが利用しづらい形状のように感じる 

・暫定駅前広場の利用において、停車ルールを設けるなど、運用上の工夫を 

推進会議での意見 

駅前広場（西口）暫定整備 市営駐輪場（西口） 

▶駅西口の現状 ▶駅東口の現状 

▶駅周辺の整備イメージ 
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２）自由通路の整備について 

【 形状 】 

・跨線自由通路 

 

 

 

 

 

 

 

【 幅員 】 

・通路幅員 ・・・３.５ｍ以上 （道路移動等円滑化基準（国土交通省）） 

・階段幅員 ・・・２.０ｍ以上 （設計便覧 道路編（国土交通省 近畿地方整備局）） 

【 機能 】 

・エレベーター ・・・ 設置 （道路移動等円滑化基準（国土交通省）） 

・エスカレーター ・・・ 人の流れの変化を見定めながら、要否の検討 

・案内サイン ・・・ 多言語対応の案内サインの設置などの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前広場（西口） 整備イメージ 駅前広場（東口） 

福祉車両・タクシー・一般車両 機   能 バス・福祉車両・タクシー・一般車両 

約８００㎡ 規   模 約２,８００㎡以上 

幅員 4.0ｍ以上（施設帯含む） 歩道幅員 幅員 4.0ｍ以上（施設帯含む） 

既存駅前広場より一回り大きな駅前広場の 

整備を行い、停車スペース等を利用しやすい 

形状を検討 
そ の 他 

駅前の待合・休憩スペース、地域イベントの 

開催や移動型店舗が出店できる滞留 

スペースとして、オープンスペースの 

設置を検討 

・自由通路の整備を早急に 

・エスカレーター設置の検討を 

推進会議での意見 

跨線自由通路のイメージ（近鉄小倉駅周辺地区まちづくり検討委員会資料より） 



－12－ 

 

３）実現化方策について 

駅東口の市街地整備実現のため、以下の事業手法などの活用を検討する。 

【 土地区画整理事業 】 

・道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る 

事業 

 

 

 

 

【 市街地再開発事業 】 

・土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的に、建築物及び建

築敷地の整備並びに公共施設の整備を図る事業 

 

 

 

 

 

 

 

【 街路事業（用地買収方式） 】 

・道路・公園等の公共施設として整備に必要な土地だけを買収して行う事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手法 土地区画整理事業 市街地再開発事業 街路事業（用地買収方式）

・区域内の地権者の意向に柔軟に対応で
きる

・高度利用により、土地の有効活用ができる
・事業に必要な土地だけについて地権者と交渉す
ることとなり、内容が明確

・事業後の土地の形が整形となる
・建築物の計画や工事に関する協議、調整に時間
を要する

・小規模で不整形な土地が残される場合がある

・地権者調整や手続きに時間を要する
・地権者は土地の一部を公共地として提供する可
能性がある

特徴
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【 地区計画 】 

・地区の実情に合った、よりきめ細かい規制を行う制度 

・区域の指定された用途地域の規制を強化・緩和することができ、各街区の整備及び 

保全を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）都市計画について 

①都市計画道路  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 都市計画決定 】 

3・6・5八幡荘宇治線 

当初決定 ： 昭和 32年 6月 15日 

最終決定 ： 平成 24年 4月 27日 

 

・事業手法について、街路事業（用地買収方式）では不整形な土地が残ってしまう 

・土地区画整理事業などの市街地整備手法を活用する方が残った土地が整形に 

なるなどメリットが大きい 

推進会議での意見 

都市計画道路整備状況 
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３・４・１国道２４号線 

当初決定 ： 昭和 32年 6月 15日 

最終決定 ： 平成 24年 4月 27日 

【 検討内容 】 

・都市計画道路の見直し 

・駅前広場の形状について検討・点検 

・駅前広場の進入口となる府道の交差点形状を点検 

 

②都市計画規制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 上位計画 】 

・マスタープラン（地域別構想：小倉地域） 

駅前のアクセス性の良さを活かした上で、任天堂資料館（仮称）の新たな魅力を加え、主要地   

方道城陽宇治線沿道には魅力ある商業・業務集積を誘導します 

・宇治市未来につなぐ都市づくりプラン  

個性的で特色ある生活と商いが融合した活気あるまちをめざすとともに、地域拠点として 

ふさわしい機能を集め、駅を中心とした暮らしやすいまちをめざすため、民間事業者の活力 

も活用し、土地の利用の高度化を図るなど、人を集める新たな魅力の創出を検討します 

【 企業ヒアリング（令和５年） 】 

「容積率 200％ではやや不足すると思われ、緩和することで、定住人口の増加や、地区の 

にぎわい創出につながる」といった意見が複数有り 

 

 

 

 

 

【 現状 】 

・近隣商業地域 

建ぺい率   80％ 

容積率   200％ 

第四種高度地区 

・第一種住居地域 

建ぺい率   60％ 

容積率   200％ 

第三種高度地区 

・第二種住居地域 

建ぺい率   60％ 

容積率   200％ 

第三種高度地区 

 
都市計画決定状況 

・にぎわい創出に資する施設導入（商業施設、公共空地）を行う事業者に対しては、   

容積率緩和などのインセンティブを与えても良いのではないか 

推進会議での意見 
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５）まとめ（整備の方向性） 

①駅前広場・自由通路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小倉地域の玄関口となる駅前広場の規模（約 2,800㎡）・機能の配置 

・設計基準に適合したゆとりのある歩行空間の創出 

・まちの玄関にふさわしい「あつめる」機能を有する、にぎわいのある駅前広場の整備 

・地域住民、来街者ともに利用しやすい駅前広場の整備 

駅前広場（東口） 

・暫定整備より一回り大きなロータリーの確保（約 800㎡）による、設計基準に 

適合した利用しやすい停車スペースを確保 

・駅西住宅ゾーンへ「いざなう」機能を有した駅前広場の整備 

駅前広場（西口） 

・駅前広場（東口）の配置をふまえた自由通路の設置位置の確定 

・ニンテンドーミュージアムへの来訪者など人の流れを見定め、バリアフリー法等の 

基準に適合した機能の確保 

自由通路 

駅近傍における歩行者・車両の動線 
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駅周辺における人のながれ・にぎわいの広がり（イメージ） 

駅前整備後の歩行者や車両の動線を意識しつつ、駅前ゾーンから周辺へ 

にぎわいを波及させることも見据えた駅前広場・自由通路の配置を基本とする 

駅前広場と自由通路の配置イメージ 

※現時点でのイメージであり、今後の協議により変更となる場合があります 
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②事業手法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③都市計画の点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・土地所有者の意向を踏まえた、近鉄小倉駅周辺地区の発展にふさわしい        

事業手法を検討 

事業手法の考え方 

・（都）八幡荘宇治線の必要性、代替性を考慮して実現性について検討を行い、 

都市計画審議会で審議 

都市計画（道路） 

・発展的なまちづくりに向けて、官民連携したまちづくりが出来るよう、        

現状の都市計画規制のあり方を点検していく 

・近鉄小倉駅周辺地区に適した都市計画規制となるよう、地区計画の導入なども   

含めて都市計画審議会で審議 

都市計画（規制） 

個々の土地利用の意向にも沿い、土地所有者がまちづくりの一員として、にぎわいの 

創出にも積極的に参加できる土地区画整理事業を軸に検討を進める 

都市計画道路（東口駅前広場を含む）の見直しや、 

土地区画整理事業に係る都市計画の手続きについて進めていく 
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④今後の進め方とながれ 

以下に土地区画整理事業を軸に検討した場合のながれを示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都市計画道路や土地区画整理事業に係る都市計画決定までの手続きを 

概ね 2年程度で行いつつ、並行して鉄道事業者との協議も重ねながら、事業に係る 

基本設計等を進めていく 

・駅周辺の都市計画規制の点検を早期に実施し、必要に応じて見直しを図る 

・本基本計画を基に、詳細な検討や土地所有者および関係団体との調整を図り、 
早期の事業化を目指す 

事業手法

(土地区画整理事業）

道路

規制

東口

西口

※今後の協議などにより変更となる場合があります

自由通路

都市

計画

駅前

広場

事業内容 R6年度まで R7年度以降

まちづくりプラン

市街地整備事業

基本計画

の検討

事業手法

の選択

整備

点検・見直し

詳細

設計

個別手法

の計画

基本構想

の策定

自由通路

の検討
近鉄協議

都市計画の決定

造成等設計

駅前広場の

規模等検討

駅前広場の

規模等検討

点検・見直し

詳細

設計

詳細

設計
整備

整備

地権者協議

関係者協議

関係者協議
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（３）にぎわいの創出  

地域の方々が安心・安全に利用できる歩行空間の形成を第一に考えつつ、民間活力  

によるにぎわい創出や観光ネットワークの構築を目指します。 

 

１）民間活力によるにぎわい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）観光ネットワークの構築  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 巨椋神社 茶問屋（景観重要建造物） 

（参考イメージ）JR 山科駅 

・来街者が安全に歩けるような歩行者ネットワーク、また来たいと思える地域に 

なってほしい 

・巨椋神社や茶問屋、ニンテンドーミュージアムを含めた観光ネットワークの形成を 

推進会議での意見 

・にぎわい創出に資する施設導入（商業施設、公共空地）を行う事業者に対しては、 

容積率緩和のインセンティブを与えても良いのではないか。 

推進会議での意見 

駅前広場及び幹線道路沿いへの商業施設の誘導 

〇小倉地区へ訪れた方が安心して、快適さを感じる観光ネットワークの構築 

・歩行者が安心して歩行できる空間の創出         ・・・ 安全な歩行空間の確保 

・自転車や民間活力を利用したスローモビリティの推進 ・・・ シェアサイクルなどの取組連携 

〇地域経済の活性化も見据えた観光ネットワークの構築 

・地域に根差した魅力ある商店や茶問屋、景観重要建造物の活用 

安全な歩行空間の確保（イメージ） 



－20－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./ 

GAMEFREAK inc. 

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・ 

クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 

京都京阪バスによる実証運行（R6.7～） 

〇小倉地区から市全体へ「にぎわい」を波及させるネットワークの構築 

宇治市全体へ観光客に周遊していただく取り組みを進める 

・「ポケふた」の設置    ・・・ お茶と宇治のまち歴史公園茶づな、朝霧橋東側 

・路線バスの実証運行  ・・・ 近鉄小倉駅↔京阪宇治駅間 

・ニンテンドーミュージアムの整備により創出される、観光による街の活性化の効果を 

市全体に波及させるよう観光振興策の検討などの取組を進める 

基本構想 

宇治市に設置されている「ポケふた」 
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（４）関連事業  

１）基本構想の推進  

基本構想の実現に向け、段階的なまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分類 基本構想 取り組み

土地
老朽家屋などの建替え促進に

つながる土地境界の明確化

地籍調査

（継続）

景観 景観計画重点区域の設定
景観計画重点区域

の検討

歩行者安全対策
安全な歩行空間

の確保

駅までのアクセス経路整備
駅アクセス性

の向上

交通渋滞の解消につながる

道路改良

交差点改良検討

踏切改善検討

幹線道路における通過交通

の低減
通過交通の低減

本地区の交通結節点機能

を強化

交通結節機能

の強化

店舗併用住宅や小規模商業施

設等の再生を促進する取り組み

市内周遊性

の向上

観光によるまちの活性化の効果

を市全体に波及させるよう、

観光振興策の検討

安心して誰もが

観光できる環境

の整備

商業施設などで創出された

にぎわいを沿道へ
にぎわいの広がり

※今後の協議などにより変更となる場合があります

交通

既存公共交通を基盤とした地域

住民の新たな移動ニーズ

への対応

移動ニーズ

への対応

産業

観光

継続・今後の取り組み

道路

実施済（~R6）

地籍調査１

景観計画の変更

旧大和街道２

近鉄小倉駅

～JR小倉駅

（カラー舗装）

旧大和街道

小倉町107号線

近鉄沿道（東）通路

3-1

3-3

3-2

南浦西浦線

神楽田南浦線

3-5

3-4

（府）城陽宇治線3-6

（府）城陽宇治線3-7

向島第５号踏切3-8

都市計画（道路）の点検3-9

駅西口駐輪場整備

駅西口暫定

駅前広場整備
駅東西

駅前広場の整備4-1

シェアサイクル（民）4-2

バスの実証

運行（民）
5-1

商店街等の魅力向上とにぎわい創出5-2

観光案内の充実

デジタルマップ

の更新

観光パンフレット

の作成

5-3

観光案内サイン

の設置

都市計画（規制）の点検5-4
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３．基本計画図  

（１）駅前ゾーン（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※現時点でのイメージであり、今後の協議などで変更になることがあります 
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（２）関連事業（イメージ） 

 

 

 

※現時点でのイメージであり、今後の協議などで変更になることがあります 


